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【令和６年度】 

諮問第１号 横須賀都市計画生産緑地地区の変更（案） 
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箇所番号 地区名 変更詳細 変更前→変更後 面積増減 

24 小矢部３丁目 廃止 1,330 ㎡⇒０㎡ △1,330 ㎡ 

104 長井２丁目 廃止 530 ㎡⇒0 ㎡ △530 ㎡ 

128 太田和５丁目 廃止 2,040 ㎡⇒0 ㎡ △2,040 ㎡ 

129 荻野 縮小 2,860 ㎡⇒2,830 ㎡ △30 ㎡ 

合計  △3,930 ㎡ 

新旧の別 面     積 箇  所  数 

新 約 ２３．４ha １５６ 

旧 約 ２３．８ha １５９ 

増  減 約 △０．４ ha △３ 

総括図（変更箇所位置図） 
 

変更理由概要 
 

第 149回 横須賀市都市計画審議会 議案書 

生産緑地地区とは 
 

横須賀都市計画生産緑地地区の変更について 令和６年 10月８日 

１ 

● 生産緑地とは、市街化区域内の農地を計画的に保全することにより、農林漁業と調和し

た良好な都市環境を形成することを目的として、地権者の同意を得て、都市計画に定め

ることができる地域です。 

● 生産緑地地区に指定されると、30 年間、農地として管理することが義務付けられ、

農地以外の利用ができませんが、固定資産税等の軽減措置や相続税の納税猶予措置

を受けることができます。 

● 本市は平成 4 年に 167 か所（23.1ha）指定し、平成 17 年の 177 か所（26.3ha）

をピークに減少傾向にあります。 

２ 

● 箇所番号 24,104,128 は、指定年度より 30 年経過し、買取申出後、行為制限の解

除を行ったため廃止を行うものです。 

● 箇所番号 129 は、一部区域が公共施設等の敷地の用に供されたことにより、縮小を

行うものです。 

３ 

新旧対照表 
 

４ 

24 

128 
129 

104 

注；面積は登記簿面積合計の 1 の位を四捨五入 
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５ 

【箇所番号24 小矢部３丁目】 

図中凡例：黄色は廃止区域 

【箇所番号104 長井２丁目】 【箇所番号128 太田和５丁目】 

廃止箇所の詳細 
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図 

公 

図 
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真 
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公 

図 

図中凡例：黄色は縮小前区域、赤色は縮小後区域 

縮小箇所の詳細 
 

分 

筆 

変 

遷 

【箇所番号129 荻野】 

219-イ 219-１ 

219-４ 公衆用道路として寄附 

生産緑地として継続 

分筆後地番 

（令和５年３月６日） 

867 ㎡（１㎡錯誤修正） 

21 ㎡ 

指定当初地番 

889 ㎡ 
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【令和６年度】 

諮問第２号 生産緑地法に基づく特定生産緑地の指定（案） 
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<現存一覧表> 

指定年度 

生産緑地 特定生産緑地 

現存箇所数 指定箇所の拡充 全体面積(㎡) 特定生産緑地に

移行 

特定生産緑地に

移行しない※１ 

特定生産緑地に 

移行した面積(㎡) 

Ｈ４ 138  ― 188,990  134  ４  182,280  

Ｈ５ ３  （２） 4,790  ３      ０  3,710  

Ｈ６ ３  （１） 3,390  ３  (１) 2,740  

Ｈ７ ３  （１） 4,110  ２（１） １   2,470  

Ｈ12 ８  （４） 24,610  （Ｒ12移行予定） 

Ｈ17 ４  （１） 12,400  （Ｒ17移行予定） 

計 159  ― 238,290  ― 

 

移行状況 
 

３ 

第 149回 横須賀市都市計画審議会 議案書 

生産緑地法に基づく特定生産緑地の指定について 令和６年 10月８日 

● 特定生産緑地とは、指定から 30年経過する日が近

く到来することとなる生産緑地について、買取の

申出が可能となる期日を 10 年延長した生産緑地

です。 

概要 
 

２ 

● 特定生産緑地に移行されると 

①固定資産税・都市計画税が農地並み課税。 

②相続税の納税猶予制度の適用が可能。 

③農地として適正な管理・保全義務 

④建築や宅地造成は基本的に不可。 

● 指定条件は 

①農地等として適正に管理していること 

②農地等の権利者全員の同意があること 

③都市計画審議会の意見を聴くこと 

特定生産緑地とは 
 

１ 

● 生産緑地の指定箇所数は全体で 159箇所。 

● 令和６年度までに特定生産緑地に移行申請済みのものは 140箇所。移行しなかったものは４箇所。申出基準日前のものが 15箇所。 

４ 移行状況円グラフ 
 

● 生産緑地地区は現在にいたるまでの間、市農政部署

で営農状況の確認を行い、当該生産緑地は耕作が継

続されています。（指定条件①） 

 

● 平成７年度に指定を行った生産緑地地区 4 箇所に

ついて、令和６年度に地権者に意見聴取を行ったと

ころ、３箇所特定生産緑地に指定する申請の提出が

ありました。（指定条件②） 

 

● 特定生産緑地に移行するためには、生産緑地法第

10 条の２第３項の規定により都市計画審議会の意

見を聴き指定を行います。（指定条件③） 

特定生産緑地位置図 

移行希望地区現地写真 

 

５ 

箇所番号 175 

箇所番号 174 

箇所番号 56 

移行済み 
 

移行しなかった 

申請基準日前 

（約 4.1ha） 
15 箇所 
９％ （約 0.7ha） 

４箇所 
3％ 

（約 18.9ha） 
140 箇所 
88％ 

※１：既に廃止した箇所は含みません。 

※２：表の（ ）内は拡充した箇所です。 

箇所番号 176 

指定申請あり 

指定申請あり 

指定申請あり 

指定申請なし 
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６ 特定生産緑地移行箇所の概要 （指定告示日：平成７年 12月 26日） 

移行希望地区現地写真 

計 

画 

図 

【箇所番号56 場所：久村 面積：170㎡】 【箇所番号174 場所：久村 面積：1,070㎡】 【箇所番号175 場所：長井２丁目 面積：1,230㎡】 


